
1 
 

６ 食肉流通改善合理化支援事業 

食肉流通の合理化と消費者の嗜好の多様化に対応した、安全・安心な食肉の安定供給を図るため、下表に掲げる事業を実施 

 

［留意点］ 

①  この事業については、事業の内容欄のうち、（１）・（２）の２つより、一又は複数のメニューを選択して応募することができる。 

② （１）のア～オの取組は、一又は複数を選択して応募することができる。（１）のアの（ア）・（イ）、（１）のイの（ア）・（イ）、（１）のウの（ア）・ 

（イ）の項目は、一又は複数を選択して応募することができる。（１）のエの（ア）～（ウ）、（１）のオの（ア）～（ウ）の項目は、すべて実施す

るものとする。（１）のアの（ア）のａ～ｃ、（１）のイの（イ）のａ・ｂは、一又は複数を選択して応募することができる。（１）のイの（ア）の

ａ～ｃ、（１）のウの（ア）のａ～ｅ、（１）のウの（イ）のａ・ｂ、（１）のエの（ア）のａ～ｄは、すべて実施するものとする。 

③ （２）のイの取組に応募する場合は、アの取組と併せて応募しなければならない。（２）のウの取組は、（ア）のａ～ｃ、（イ）のａ・ｂをすべて実

施するものとし、また、ア又はイの取組と併せて応募することができない。（２）のアの（ア）～（カ）、（２）のイの（ア）～（オ）の項目は、一

又は複数を選択して応募することができる。 

④ 補助金予定総額：2,635,800 千円 
⑤ 実施期間：本事業の実施期間は令和６年度とする。 

事業の内容 補助金の予定額 補助率 

（１）食肉流通経営体質強化促進事業 

ア 食肉流通機能適正化推進事業 

統計法（平成 19年法律第 53号）第２条第９項に基づく統計基準として、総務大臣が定

めた日本標準産業分類における食肉卸売業（以下（１）において同じ。）又は食肉小売業（以

下（１）において同じ。）を主たる事業とする者（以下（１）において「食肉流通事業者」

という。）によって組織され活動している団体（以下（１）において「食肉流通事業組合」

という。）が、全国を区域として、次に掲げる事業を実施 

（ア）食肉流通機能の適正化の推進 

ａ 食肉流通関連制度及び食肉表示等について検討するとともに、これらを遵守するこ

  

 

 

 

 

 

 

定額 

 



2 
 

事業の内容 補助金の予定額 補助率 

とを推進するための協議会及び講習会の開催等 

ｂ 食品表示法等に基づく適正表示調査委員会の開催及び表示状況調査・指導の実施 

ｃ 衛生管理や品質管理を指導するための適正販売促進指導委員会の開催及び販売調

査・指導の実施等 

（イ）消費者の信頼確保の推進 

消費者の多様化するニーズに対応するため、実需者や関連業種等との食肉流通情報交

換会・セミナーの開催等 

 

イ 食肉流通機能強化推進事業 

食肉流通事業組合が、全国又は一若しくは複数の都道府県を区域として、次に掲げる事

業を実施 

（ア）共同化の推進 

ａ 食肉流通事業者における資材等の共同購入、配送の共同化等に係る検討委員会の開

催 

ｂ 食肉流通事業者における共同化のための新規取組 

ｃ 共同化等に係る優良事例の調査及び資料の作成 

（イ）技術習得及び経営力強化の推進 

ａ 食肉の加工・処理技術の習得、経営や労務管理手法の習得を通じた人材・後継者の

育成研修や経営力強化に資する事例調査及び普及の実施 

ｂ 持続性のある経営を図るため、法務、税務、会計、労務管理、知的財産の保護等に

関する専門的知識を有する者（弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士、社会

保険労務士、弁理士、事業継承支援事業者等）による実態に即した支援を行うための

体制の整備をするとともに、経営の高度化や合理化に資する取組 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 

ただし、ｂは１／２以内と

し、食肉の購入費は補助しな

い。 

 

定額 

ただし、ｂのうち専門的知

識の有する者の指摘・指導を

踏まえ実施する経営の高度化

や合理化に資する取組につい

ては１／２以内 
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事業の内容 補助金の予定額 補助率 

ウ 生産者等との連携推進事業 

（ア）産地食肉流通・販売の推進 

食肉小売業を主たる事業とする者によって組織され活動している団体が、全国を区域

として、次に掲げる事業を実施 

ａ 生産地と連携した産地食肉（牛肉・豚肉）の販売を推進するため、産地食肉販売推

進会議の開催、産地との意見交換会の開催 

ｂ 産地食肉の販売会の開催 

ｃ 生産者に対する情報提供推進費の交付 

ｄ 食肉の輸送費及び枝肉解体処理費の交付 

ｅ 産地食肉理解醸成交流活動の実施及び販売推進に係る資料の作成並びに配布 

（イ）産地銘柄食肉流通の促進 

食肉卸売業を主たる事業とする者によって組織され活動している団体が、一又は複数

の都道府県を区域として、次に掲げる事業を実施 

ａ （公社）中央畜産会が策定した「産地等表示食肉の生産・出荷等の適正化に関する

指針」の基準に即した銘柄食肉を消費地（首都圏、政令指定都市）に紹介し販売を推

進するため、産地銘柄食肉流通促進委員会の開催、産地との意見交換会の開催、産地

銘柄情報の伝達資材の作成 

ｂ 産地銘柄食肉の流通を促進するための産地銘柄食肉の配送及び保管 

 

エ 食肉卸売市場機能強化事業（※） 

    食肉卸売市場の有する基本的な機能の強化を図り、食肉卸売市場の公正かつ適正な価格

形成に資するため、食肉卸売市場に対する支援を行っている団体が全国を区域として、次

に掲げる（ア）のａ及びｂ並びに（イ）の項目を自ら実施し、食肉卸売市場において卸売

をする業務を行う者が次に掲げる（ア）のｃ及びｄ並びに（ウ）の項目を実施するのに対

 

定額 

ただし、ｃは１頭当たり

1,000円以内、ｄは１／２以

内、ｅの試食用資材は１／２

以内 

 

 

 

 

定額 

ただし、ｂは１／２以内 
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事業の内容 補助金の予定額 補助率 

して支援 

（ア） 情報機能の強化 

ａ 食肉卸売市場が買参人等に提供すべき情報の内容及び提供方法等を検討するため、

関係者による検討会を開催 

ｂ ａの情報を収集・伝達するシステムの確立に必要なプログラムの開発及び運営 

ｃ 食肉卸売市場の情報伝達システムの確立に必要なプログラムの開発及び運営 

    ｄ 食肉卸売市場の情報伝達システムの確立に必要な機器の整備 

（イ）決済機能の強化 

     食肉卸売市場が決済機能の強化を図るために要する資金を融通する金融機関に対す

る利子補給 

（ウ）品質管理の高度化 

食肉卸売市場において、せり取引における衛生管理の向上を図るために必要な機器の

整備 

 

  オ 食肉取引円滑化推進事業（※） 

    全国の食肉取引の円滑化や品質向上のため、全国を区域として、次に掲げる事業を実施 

（ア） 食肉取引の円滑化等のための検討委員会・意見交換会の開催 

（イ） 食肉取引の円滑化等のための牛肉・豚肉の評価・測定等に係る調査・研究 

（ウ） 食肉取引の円滑化等のための技術普及研修会等の実施 

 

（２）国産食肉等新需要創出緊急対策事業 

生産、加工、流通及び販売業者が一体となり、国産食肉等（牛肉・豚肉・鶏肉・内臓）の

新たな商品価値に着目し、顧客視点に立った新需要を創出する取組を推進することにより、

畜産農家の経営安定と消費者の嗜好の多様化に対応した国産食肉等の生産に資するため、次

 

 

定額 

 

定額 

定額 

１／２以内 

２／３以内 

 

 

定額 

 

 

 

定額 
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事業の内容 補助金の予定額 補助率 

に掲げる事業を実施 

 

ア 商品性創出事業 

国産食肉等の新たな商品価値を実需者等に提案するため、食肉流通に関係した活動をし

ている団体が、都道府県等を区域として、次に掲げる事業を実施 

（ア）生産から販売に至る関係者で組織された協議会の開催 

（イ）消費者ニーズに応じた国産食肉等の品質・規格の調査選定 

（ウ）訴求ポイントの科学的検証 

（エ）ニーズに応じた生産出荷体制の確保 

（オ）フードコミュニケーションプロジェクトシートの作成研修会の開催 

（カ）国内の販路開拓 

 

イ 実証事業 

アによる取組を踏まえ、国内の実需者に対する新たな商品価値に即した国産食肉等の販

売手法を実証するため、次に掲げる事業を実施 

（ア）国内の実需者（小売・外食等）に対する調理法の開発提案 

（イ）低需要部位を使った加工品の試作 

（ウ）畜産ＧＡＰ（農業生産工程管理：Good Agricultural Practice）に係る情報提供に資

するため、食肉流通事業者の畜産ＧＡＰへの理解醸成の取組の実施（この取組のため畜

産ＧＡＰの認証を取得した又は畜産ＧＡＰ取得チャレンジシステムに登録された農場

等で生産された国産食肉等を使用する場合は、その輸送費、食肉処理費等食肉流通に付

随する経費を含む。） 

（エ）部分肉の現地入札販売会の開催 

（オ）展示商談会への出展 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２以内 

ただし、（ウ）の国産食肉等

の輸送費、食肉処理費等食肉

流通に付随する経費は、１農

場当たり 50頭を限度とする。 
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事業の内容 補助金の予定額 補助率 

ウ 普及事業（※） 

    新たな商品価値に即した国産食肉等のバリューチェーン構築及び給食を通じた国産食 

肉等の供給安定と利用拡大を図るため、次に掲げる取組を実施 

（ア）優良事例の普及啓発 

新たな商品価値に即した国産食肉等のバリューチェーン構築やその他の国産食肉等

の新たな消費方法等についての取組を全国に普及させるため、食肉に関する知識及び情

報の提供を行っている団体が、全国を区域として次に掲げる事業を実施 

なお、牛肉、豚肉及び鶏肉並びにその内臓については一体的に取り組むものとする。 

ａ モデル地域など優良事例の現地調査 

ｂ 成果の発表会及び合同商談会の実施 

ｃ 成果の取りまとめ、普及資料の作成・配布 

（イ）国産食肉給食利用推進 

給食を通じた国産食肉等の供給安定と利用拡大を図るための取組を全国に普及させ

るため、食肉に関する知識及び情報の提供を行っている団体が、全国を区域として次に

掲げる事業を実施 

ａ 国産食肉等の安全性や栄養に関する理解の醸成を図るためのセミナーの開催、安全

性の普及啓発 

ｂ 国産食肉等の利用を推進するための全国協議会の開催、給食献立の提案及び調理講 

習会の開催 

定額 

 

注：（※）が記載されている事業は、事業の合理的執行の観点から、事業実施主体候補者１者を採択することとする。 
 


